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神戸市環境局事業系廃棄物対策課 

令和８年４月 

 

産業廃棄物管理票交付等状況報告書 

作成マニュアル 

 
 

産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付した排出事業者（中間処理業者を含む）は、前年度 1年

間の交付等の状況について報告書を作成し、都道府県知事又は政令市長に報告しなければなりませ

ん。 

［根拠法令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「法」）第 12 条の 3 第 7項］ 

 

本マニュアルは、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の作成方法及び提出方法についてまとめ

たものです。報告書作成・提出の際の参考にしてください。 
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 １ 報告制度の概要 

 

（１）報告対象者 

報告対象者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付した者 

前年度にマニフェストを交付した場合は、量の多少に関わらず報告書の提出が必要です。(前

年度に、マニフェストを全く交付しなかった場合は、報告書の提出は不要です。) 
 
（２）報告書のとりまとめ方 

報告書の提出先 

神戸市内の事業場で排出した産業廃棄物についてのみ神戸市に報告してください。 

事業場ごとに報告書を作成 

産業廃棄物の排出場所の住所が異なれば、別事業場となり、別々に報告書を作成しなければな

りません。 

とりまとめ方の例外 

同一の都道府県（政令市）の区域内に、設置が短期間または所在地が一定しない事業場が２以

上ある場合は、これらの事業場を１事業場としてまとめて報告書を作成します。 

（例１）建設工事現場 

（例２）リース会社が廃棄物となったリース品を客先で産業廃棄物処理業者に引渡した場合 
 
（３）様式のダウンロード  

神戸市環境局のウェブサイトからダウンロードできます。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a66958/business/kankyotaisaku/industry/manifestokofu.html 

※ 検索サイトで、「神戸市」「管理票交付等状況報告書」で検索すると見つかります。 

 

（４）提出方法 

電子申請（e-KOBE） 

https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/procedures/apply/9e337158-8b2e-

4417-9e3a-ded4c691a381/start 

窓口への持参 

神戸市中央区磯上通 7-1-5 三宮プラザ EAST2 階 

神戸市環境局事業系廃棄物対策課（民間施設担当） 

 

神戸市では電子申請を推奨しております。電子申請にご協力をお願いします。 

電子申請では押印した控えではなく、システムから送られる報告完了のメールを保管してくださ

い。窓口に報告書２部を直接持参した場合は、受付印を押印した報告書１部を返却します。 
 
（５）その他 

添付書類は不要 

マニフェストやその写しの添付は必要ありません。報告書のみを提出してください。 

電子マニフェストを使用した分は報告不要 

電子マニフェスト使用分については、報告する必要はありません。 

なお、紙マニフェストと電子マニフェストの両方を使用した場合は、紙マニフェスト使用分に

ついてのみ報告が必要です。 
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２ 記入方法 

 

 

様式第三号　　（第八条の二十七関係）

神戸市長　宛

　　報告者

　住所

　氏名 （法人にあっては名称及び代表者の氏名）

　

   　電話番号

　　

業種

電話番号

番号 産業廃棄物の種類
排出量
(t)

管理票の
交付枚数

運搬受託者の
許可番号

運搬受託者の
氏名又は名称

運搬先の住所
処分受託者の
許可番号

1

2

3

4

備考

１　この報告書は、前年4月1日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理票について6月30日までに提出すること。

２　同一の都道府県（政令市）の区域内に、設置が短時間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめた上で提出すること。

３　産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。

４　業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。

５　運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれている場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物に係るものを明らかに

すること。

６　処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである場合には記入する必要はないこと。

７　区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごと運搬受託者又は再受託者についてすべて記入すること。 (日本産業規格  Ａ列4番）

　　　　産業廃棄物管理票交付等状況報告書（令和７年度）

令和　　年　　月　　日

処分受託者の
氏名又は名称

処分場所の住所

事業場の所在地

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、令和７年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

事業場の名称

①
②

③ ④

⑥ ⑧⑦⑤ ⑩⑨

マニフェストの記載内

容を参考に交付等状況

報告書を作成してくだ

さい。 
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① 年度 

２か所とも、マニフェストの「交付年月日」に記載された日付の年度（通常は前年度）を記入して

ください。 

 

② 報告者（押印不要） 

法人の場合、報告者は原則として代表者の職名・氏名の記入ですが、代表者でない支店長・工場長

など、産業廃棄物処理委託契約の権限のある方でも差し支えありません。 

＜住所＞ 

法人：報告者の本社の住所もしくは代表となる支店の住所 

個人事業主：住民票の住所 

＜氏名＞ 

法人：法人の名称及び代表者の氏名もしくは代表となる支店名及び代表者 

個人事業主：事業主の氏名 
＜電話番号＞ 

報告者の電話番号を市外局番から 

 

③ 事業場の名称、所在地、電話番号 

マニフェストの「事業場（排出事業場）」に記載の名称、所在地を記入してください。 

事業場が複数ある場合は事業場ごとに別ページにして作成してください。 

 

※ 建設工事について、複数の現場の実績を 1 事業場として報告する場合 

⇒ 事業場の名称に「神戸市内各工事現場」、所在地に「神戸市内各所」と記入してください。 

なお、支店ごとに別々に作成したい場合は、事業場の名称に「○○支店市内各工事現場」のように

支店名を含めて記入してください。 
 

④ 業種 

「日本標準産業分類一覧」（表１）を参考に該当する業種（中分類）を選択してください。建設工

事については、発注者の業種ではなく報告者の業種を選択してください。 

複数の業種に該当する場合は、主なもの１業種を選択してください。 
日本標準産業分類の詳細は総務省のホームページを参照してください。 

総務省ホームページ（日本標準産業分類(平成２５年１０月改訂)） 

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html 

 

⑤ 産業廃棄物の種類 

マニフェストの「産業廃棄物の種類」欄に記載されている内容を確認し、産業廃棄物の種類（表

２）の中から１つを選択してください。 

マニフェストの「廃棄物の種類」欄に、複数の種類が記載されている場合は、混合廃棄物の中から

1 つを選択し、種類内訳（金属くず、廃プラスチック類など）を記入してください。 

 

⑥ 排出量（ｔ）、管理票の交付枚数 

＜排出量＞ 

産業廃棄物の種類、運搬受託者、運搬先の住所、処分受託者の全てが同じマニフェストについ

て、排出量の合計を記入してください。マニフェストにトン以外（㎥、ｋｇ、ℓ、など）の単位で

数量が記載されている場合は、t（トン）に換算してください。換算方法は、産業廃棄物の体積か

ら重量への換算係数（表３）を参照してください。 
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＜管理票の交付枚数＞ 

排出量で合計したマニフェストの枚数を記入してください。 

 

⑦ 運搬受託者の許可番号、氏名又は名称 

＜許可番号＞ 

許可番号の 11 桁を記入してください。 

許可番号は、契約書に添付された収集運搬業者の許可証の写しに記載されています。 

検索サイト「さんぱいくん」で許可業者名から調べることも可能です。 

※ 運搬を委託せずに自社で運搬した場合は、空欄にしてください。 
 

＜氏名又は名称＞ 

マニフェストの「運搬受託者」欄に記載の「氏名又は名称」を記入します。 

※ 運搬を委託せずに自社で運搬した場合は、「自己運搬」と記入してください。 

※ 個人事業主である収集運搬（処分）業者に委託している場合 

⇒ 収集運搬（処分）業者が、個人名で運搬（処分）許可を取得している場合があります。この場
合、委託契約書に添付されている許可証の写しを確認し、必ず許可証に記載されている名称で
記入してください。 

 

⑧ 運搬先の住所 

マニフェストの「運搬先の事業場（処分事業場）」欄に記載の「住所」を記入してください。 

 

⑨ 処分受託者の許可番号、氏名又は名称 

＜許可番号＞ 

許可番号の 11 桁を記入してください。 

許可番号は、契約書に添付された処分業者（中間処理業者または最終処分業者）の許可証の写しに

記載されています。 検索サイト「さんぱいくん」で許可業者名から調べることも可能です。 
 

＜氏名又は名称＞ 

マニフェストの「処分受託者」欄に記載されている「氏名又は名称」を記入します。 

 

※収集運搬は委託したが、自分で処分した場合、 

⇒ 処分受託者の氏名欄には「自己処理」と記入し、許可番号欄は空欄にしてください。 

 

※持込先で原料等として買い取ってもらえるが、収集運搬の部分が廃棄物扱いとなる場合 
⇒処分受託者の許可番号欄には「有償売却」と記入し、氏名欄には「有償売却」した業者名を記入

してください。 

 

※自社施設Ａから自社施設Ｂへの廃棄物の移動を委託した場合（処分を委託しなかった場合） 

⇒処分受託者の氏名欄には「自社施設」と記入し、許可番号欄は空欄にしてください。 

 

⑩  処分場所の住所 

通常は運搬先住所と同一のため、記入は不要です。マニフェストでは「運搬先の事業場（処分事業

場）」となっている箇所に記載する住所がこれに当たります。 
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表１ 日本標準産業分類一覧 
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表２ 産業廃棄物の種類 

 

参考 廃棄物の具体例 
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表３ 産業廃棄物の体積から重量への換算係数（参考値） 

 

・自社で換算係数を算出できる場合は、その係数を使用して重量へ換算してください。 

・自社で換算係数を算出できない場合は、下表の換算係数を使用して、次式により重量に換算できま

す。 

 

【重量】（ｔ）＝【体積】（ｍ３）×【換算係数】（ｔ／ｍ３） 

【重量】（ｔ）＝【重量】（ｋｇ）÷１，０００ 

【重量】（ｔ）＝（【容積】（ℓ）÷１，０００）×【換算係数】（ｔ／㎥） 
 

換算係数表 

 
本表は、環境省が平成 18 年 12 月 27 日に示した参考値である。  

  

「混合廃棄物」については、廃棄物の種類ごとにあん分したのち、各廃棄物の換算係数を

かけ、トン（ｔ）に直した合計を記入してください。 

例）「安定型混合廃棄物（廃プラ、ガラ陶） 90 ㎥」の場合。 

廃プラ 60㎥ ⇒ 60 ㎥ × 0.35 ＝ 21ｔ 

ガラ陶 30㎥ ⇒ 30 ㎥ × 1.00 ＝ 30ｔ         合計 51.0ｔ 

 

※ 蛍光灯、電話機、ロッカー等の排出量が、台数等で記入されている場合は、 委託した処理

業者や、メーカーのホームページ等で重量を確認してください。  

※ 混合廃棄物の種類ごとの割合がどうしても不明な場合は建設混合廃棄物の換算係数を使用い

ただいても差し支えありません。 

 
  



 

- 9 - 

３ Q&A 

１ 報告が必要かどうかの判断について 

Ｑ１ 昨年度は、産業廃棄物の排出量が０だったが、報告書を提出する必要があるのか？ 

  

 産業廃棄物の排出量が０だった年度については、報告書の提出は不要です。 

 ※ 産業廃棄物のマニフェストを交付した事業者のみが、報告の対象となります。 

 

Ｑ２ 専ら再生利用の目的となる廃棄物（古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維）のみを扱う業者（専

ら業者）に産業廃棄物の処理を委託したが、報告が必要か？ 

  

専ら業者に処理を委託した産業廃棄物については、マニフェストの交付が必要ないため、報告対象

外です。ただし、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を使用して排出した場合は報告する必要があり

ます。 

 

Ｑ３ 家電製品（廃家電）を排出した場合、報告は必要か？ 

  
家電リサイクル伝票を使用した場合は報告対象外です。ただし、産業廃棄物管理票（マニフェスト）

を使用してその廃家電を運搬した場合は報告する必要があります。 

 

Ｑ４ テナントビルに入居しており、ビル管理会社が管理票を交付している※が、報告は必要か？ 

  

ビル管理会社が交付した管理票については、ビル管理会社が報告しますので、入居しているテナン

トは報告の必要はありません。ただし、「ビル管理会社が交付した管理票」と「自社が交付した管理

票」の両方が存在する場合は、「自社が交付した管理票」についてのみ自社より報告してください。 

 

※ 本来、テナントが入居するビルについて、ビル共有部分からの産業廃棄物はビルの所有者等

が、各テナントの事業活動により排出された産業廃棄物は各テナントが、それぞれ排出事業者とな

ります。 

 

２ 報告書の作成、提出について 

Ｑ５ 小売業をしており、市内に複数店舗ある。個々の店舗について作成するのは大変なので、1 事
業場にまとめて報告書を作成したいが、かまわないか？ 

  
１事業場にまとめて作成することはできません。店舗ごとの報告書を作成し、報告者は店舗名にな

ります。なお、報告書の提出は、本社等から一括して送付してもかまいません。 

 

Ｑ６ 建設工事の場合は、市内の各工事現場の実績をまとめて 1事業場として作成することになって

いるが、工事現場の数が多く、1事業場としてまとめると負担が大きい。工事現場ごとに報告書を作

成することは可能か。 

  
各工事現場の実績をまとめることが難しい場合は、工事現場ごとに作成してもかまいません。  
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Ｑ７ 年度途中に事業場が移転したが、移転前と移転後をまとめて 1 事業場として作成してもよい

か？ 

  
移転前と移転後を別々に作成してください。 

移転前の記入方法は、「報告者欄」には、移転後の住所を記入し、「事業場所在地」には、旧住所

（旧：神戸市○○区△△＊－＊－＊）と記入してください。また、移転日を余白に記入してくださ

い。移転後の報告書は通常の記入方法と同様です。 

 

３ 記入方法について（１）：報告者、事業場の情報 

Ｑ８ 法人の場合、報告者は会社の代表者（代表取締役など）でなければならないのか？ 

 

原則として代表者（代表取締役、理事長、区市町村長など）ですが、社内で産業廃棄物の契約権限

が委譲されている場合は、権限の委譲を受けた方（支社長、支店長等）の名前でもかまいません。 

 
Ｑ９ 社印・代表者印の押印は不要となっているが、押印しても差支えないか？ 

 

必要以上の情報となりますので、社印・代表者印の押印はお控えいただくようお願いいたします。 

 

Ｑ10 社名や事業場名が途中で変更された場合の記入方法は？ 

 

報告時点での社名、事業場名で報告いただいて差し支えありません。事業場の住所が変更された場

合は別々に作成してください。 

 
Ｑ11 Ａ社がＢ社に吸収合併されてＣ社となった。Ａ社の実績について報告する際、「報告者」はＡ

社の名称を記入するのか？ 

 

「報告者」には、Ｃ社の名称を記入して差し支えありません。なお、事業場名は「旧Ａ社」「旧Ｂ

社」「Ｃ社」と、３事業場分をそれぞれ個別に作成してください。 

 

Ｑ12 産業廃棄物の排出場所が無人の倉庫で電話が無い。事業場の電話番号には何を記入すればよい

のか？ 

 

事業場の電話番号が無い場合は、報告書記載者の連絡先を記入してください。 
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４ 記入方法について（２）：管理票について（廃棄物の種類、運搬先等） 

Ｑ13 「建設系廃棄物マニフェスト」を使用しているが、廃棄物の種類が「表２」と異なっている。

廃棄物の種類はどれを選べばよいのか？ 

 

次の表を参照してください。 

 

建設系廃棄物マニフェストの

記載内容 

本報告書に記入する産業廃棄物の種類 

（表２の項目） 

03 その他がれき類 1500 がれき類 

07 混合（安定型のみ） 2010 建築系混合廃棄物（安定型のみ） 

11 建設汚泥 0200 汚泥 

15 廃石膏ボード 1300 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 

16 混合（管理型含む） 2020 建設系混合廃棄物（管理型含む） 

08、17 石綿含有産業廃棄物 

(2410～2470)廃棄物種類(石綿含有産業廃棄物) 

※ 品目のチェック欄を確認して、廃棄物の種類も記入

してください。 

 

Ｑ14 特定有害産業廃棄物１g を処理委託した。量がわずかであるが、トン単位で記入する必要があ

るか？ 

 

トン単位で記入する必要があります。なお、小数点以下 4桁以降がある場合は 4 桁目を四捨五入し

て 3桁にしてください。ただし、排出量が 1000g 未満の場合は、排出量にかかわらず「0.001t」と記

入して差支えありません。 

 

Ｑ15 「処分場所の住所」には何も記入しなくてもよいのか？ 

 

通常、「処分場所の住所」は「運搬先の住所」と同じであるため、記入は不要です。 
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Ｑ16 複数の収集運搬業者がリレー方式で運搬した場合（区間委託を行った場合）の記入方法は？ 
 

各収集運搬業者の運搬先を、運搬の順番がわかるように記入します。次の例を参考にしてくださ

い。 

 
 

①,④,⑦,⑩の許可番号につい

ては委託契約書を確認し、11 桁

を記入してください 

「処分施設」「積替保管」のどちら

かにチェックがしてあります。チェ

ックを確認してください。 
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 ５ 産業廃棄物処理業者（中間処理業者）に関するもの 

 Ｑ17  中間処理後の残さ物についてのマニフェスト（二次マニフェスト）も報告対象か？ 
 

報告対象です。 

 

Ｑ18  自社の排出した廃棄物についてのマニフェスト（一次マニフェスト）と二次マニフェストは、

別々に報告する必要があるのか？ 

 

区別せずに報告できます。産業廃棄物の種類、運搬受託者、運搬先及び処分受託者が同じであれば、

一次マニフェストと二次マニフェストについて、枚数及び排出量を合計してください。 

 

６ その他 

Ｑ19  報告しなければ罰則があるのか？ 
 

 報告を怠った事業者に対して報告するよう勧告することがあります。 

勧告に従わない場合にはその旨を公表し、公表後も正当な理由なしに勧告に従わない場合には勧告に

係る措置を命ずることがあります。 

命令に違反した場合には６ヶ月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金が科されます。 

 

Ｑ20 報告書が受理された証明がほしいがどうしたらよいか？ 
 

神戸市では電子申請を推奨しております。電子申請（e-KOBE）では押印した控えではなく、シス

テムから送られる報告完了のメールが受理された証明となります。窓口に報告書２部を直接持参

した場合は、受付印を押印した報告書１部を返却します。 
 
Ｑ21 報告書を提出後に誤りに気づいたが、どうすればよいか？ 
 

次の２点を提出し、余白に朱書きで「再提出」と記載してください。 

①訂正後の報告書 

②訂正内容を記載した書類（例えば、提出済みの報告書のコピーに朱書き、またはマーカー等で訂正

内容がわかるように記載したもの） 

 

Ｑ22 過年度分の報告書を提出していなかった。今から提出してもよいか？ 

 

該当する実績年度を記入して、提出してください。 

 

Ｑ23 担当者が変更になり、既に提出しているかわからないので、再提出したいがどうすればよいか？ 
 

提出しているかわからない場合は再提出してください。再提出の際に、e-KOBE の申請時に連絡事項

欄に「提出しているかわからないため再提出」と、記入し提出してください。 


